
議案第76号

つくば市未来構想策定条例について

上記の議案を次のとおり提出する。

平成26年６月10日

つくば市長 市 原 健 一

つくば市未来構想策定条例

（趣旨）

第１条 この条例は，まちづくりの基本的な指針となる構想の策定について，必要

な事項を定めるものとする。

（構想の名称）

第２条 前条の構想を，つくば市未来構想（以下「未来構想」という。）という。

（未来構想の策定）

第３条 市は，総合的かつ計画的な行政運営を行うため，未来構想を策定するもの

とする。

（議会の議決）

第４条 市長は，未来構想を策定しようとするときは，議会の議決を経るものとす

る。

２ 前項の規定は，未来構想の変更について準用する。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。


